
「栄養士の統合」（仕分け対象事業）

我孫子市の学校給食
～安全でおいしい給食を目指して～

日時： 令和元年１０月５日 (土 )１１時１０分～１２時１０分

場所： 我孫子市議会棟 第一委員会室



給食

●学校給食法 （昭和29年 最終改正平成2７年）

●学校給食実施基準

（昭和29年 最終改正平成30年）

●学校給食衛生管理基準 （平成21年）

食育
●食育基本法 （平成17年 最終改正平成27年）

●食育推進基本計画 （平成18年 第3次平成28~32年度）

その他

●学校教育法 （16年の一部改正で17年度より栄養教諭配置）

学校給食に関係する主な法規等



栄養士の配置規定

①学校給食法（第７条）

②学校栄養職員の職務内容について（文体給８８号）

③公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数
の標準に関する法律（第８条の２、第１３条の２）

④千葉県の公立小中学校定員配置基準（７栄養教諭
及び学校栄養職員（１）単独調理場への配置）

県職：児童生徒数の合計数を９７５人で除した数（端数切り上げ）を配置



栄養士の職務内容

学校給食の管理

食に関する指導



学校給食の管理
①学校給食に関する基本計画への参画

②献立作成・栄養管理

③調理監督指導

献立計画の策定

学校行事に配慮し、食育の教材となるよう配慮した学校独自の献立

調理・配食に関し、調理従事者への指導、監督、助言を行う

残菜率から児童生徒の摂取栄養量を算出し、献立の改善に努める

調理業務委託契約履行状況の確認、把握、報告

基準栄養価及び食品構成、各校の実態に合わせ献立作成

④安全管理・衛生管理

調理員、施設設備、食品の衛生管理のため、日常点検・助言・指導を行う

学校給食の安全管理のため、検食の実施と保存食の管理を行う

食物アレルギーに配慮した献立作成と安全な提供



学校給食の管理
⑤物資管理

⑦調査研究

食材料の選定、購入、納品時の検収（確認）、放射性物質検査への協力

給食会計執行管理

地産地消への協力

給食の食事内容及び児童生徒の食生活の改善に向け、調査研究を行う

給食食材に関し、担任教諭等への情報提供を行い食育に繋げる

学校給食を通じて、家庭・地域と連携するための取り組みを実施

⑥地域との連携



食に関する指導の目標
(食に関する指導の手引より）

１．食事の重要性
食事の重要性、食事の
喜び、楽しさを理解す

る。
６．食文化

各地域の産物、食文
化や食のかかわる歴
史等を理解し、尊重
する心をもつ。

４．感謝の心
食物を大事にし、食物
の生産等にかかわる
人々へ感謝する心をも

つ。

３．食品を選択する能力
正しい知識・情報に基づ
いて、食品の品質及び安
全性等について自ら判断
できる能力を身に付ける。

５．社会性
食事のマナーや食事
を通じた人間関係形
成能力を身に付ける。

２．心身の健康
心身の成長や健康の保
持増進の上で望ましい
栄養や食事のとり方を
理解し、自ら管理して
いく能力を身に付ける。

食に関する指導



食に関する指導

②教科や給食の時間における指導

①食に関する指導の計画・連携・調整

家庭科や保健体育科などの教科において担任と連携した指導を行う

給食の時間に教室に出向き、給食を教材とした食に関する指導を行う

全体の指導計画など、学校全体での取り組みに企画段階から中心的に携わり

他の教職員、保護者、地域の生産者と連携して体験学習などの指導を展開

③個別的な相談・指導

肥満傾向、過度の痩身、偏食傾向の児童生徒や食物アレルギーをもつ
児童生徒への個別的な相談・指導を行う



我孫子市の学校給食

全校に給食室を整備（単独調理場（自校）方式）

調理業務委託校１８校 直営校１校



①学校給食に関する基本計画への参画

各校の実態に合わせた給食

給食の満足度９０％
子ども達の満足度が高い！



②献立作成・栄養管理

栄養管理
学校給食の栄養価
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③調理監督指導

調理指示書



④安全管理・衛生管理

衛生管理の徹底

●文科省「学校給食衛生管理基準」
●我孫子市「学校給食衛生管理マニュアル」

栄養士が委託会社の調理責任者を直接指導し、確認

我孫子市独自のマニュアル
平成９年から使用



④安全管理・衛生管理

衛生研修
●衛生管理研修会

参加者 ： 栄養士、調理員、給食主任 約２００人が参加

●研究授業方式による衛生管理研究会

参加者 ： 栄養士

知識の再確認・高い衛生管理基準の維持



④安全管理・衛生管理

食物アレルギー対応
市の基本方針に沿って校長を中心として
組織的に対応



④安全管理・衛生管理
食物アレルギー実態調査より 令和元年５月１日現在

◆除去食対応数
小 154人
中 61人

合計 215人
(前年度より１５人増)
➡毎年、増加傾向！

◆エピペン所持数
小 32人
中 17人

合計 49人
(前年度より7人増)

アレルギー除去食の間違いは命にかかわる！

チェック体制を強化し、複数で確認を！！
➡栄養士の指示書の書き忘れやアレルゲン
物質の確認ミスにも十分注意が必要！

◆アナフィラキシー有
小 41人
中 22人

合計 63人

◆エピペントレーナーでの職員研修
小 13校
中 6校

合計 19校



●学校の対応人数（例）

高野山小学校 ： 在籍児童 ６０７人

アレルギー対応人数 ２７人

●対応している食品の種類（例） ： 高野山小は２０種類

卵、ウズラ卵、小麦、落花生、牛乳・乳製品、くるみ

カシューナッツ、アーモンド、魚、エビ、カニ、イカ、タコ

貝、ししゃも、キウイ、スイカ、トマト、パイン、メロン

④安全管理・衛生管理

食物アレルギー実態調査より 令和元年５月１日現在



●個別の献立表

個別のアレルギー指導

●アレルギー献立の工夫

アレルゲンフリー食品の使用

例 アレルゲンを含まないベーコン、マヨネーズの使用

すべての子どもが同じ給食を食べられるための工夫

例 米粉のケーキ、豆乳シチュー

学校毎に、工夫した給食が可能で、バリエーション豊かな献立ができる

兼務では、安全のため使用しない食品が増え、献立に制限がかかる

④安全管理・衛生管理
食物アレルギー対応の実際



●調理員との連携

●担任との連携

●保護者との連携

④安全管理・衛生管理
安全な除去食の提供



●必ず当日に納品

●数量、納品時の温度、異常の有無などを確認

⑤物資管理

納品時の検収

納品時間や産地、メーカー、期
限表示、温度、価格なども記録
します。



米 野菜

⑥地域との連携

我孫子産農産物の活用

学校給食

平成18年より 平成14年より



●我孫子産野菜の日

各校で調整・発注し、食育に活用

農作物の出来具合、納品可能状況を栄養士と直売所（農家）で調整

栄養士は献立や使用食材、使用日を臨機応変に変更する

一度に大量に納品できないため、学校ごとに工夫し対応

我孫子の七色畑

小規模多品目

⑥地域との連携

我孫子産農産物の活用

我孫子産の
新鮮な野菜



農家の出前食育

小学校のトマト栽培

農家との連携

⑥地域との連携

我孫子産農産物の活用



●食物アレルギー等、食事に配慮を要する児童生徒の把握

●衛生管理や食品の安全に関する最新情報の収集

●産地情報、地元農産物についての情報収集

●嗜好調査・子どもの意見（リクエスト給食など）

●残菜調査

●学校評価・給食試食会の保護者アンケート

●朝食についての調査

●食に関する実態調査（全校で６月に実施）

●箸の持ち方についての調査

⑦調査研究



①食に関する指導の計画・連携・調整

食育全体計画
○ 食に関する指導の全体計画（小学校）例

我孫子市立○○小学校
○児童の実態：朝食欠食率は３%、また、給
食を残す児童が少ないが、牛乳を残す児童が
多少いる。

学校教育目標 我孫子市の基本方針

　健康でかしこく、社会の変化にすすんで対応できる
心豊かな児童の育成

①地場農産物を使った給食を通じた
食育推進体制の整備
②教育活動を通じ、体験活動を取り
入れた効果的な食育の推進
③家庭における望ましい食習慣の実
践や食文化の継承に向けた食育の推
進

○保護者の実態：食に関心は高く、食育講演
会等の出席率高い。

○地域の実態：地場農産物の種類が多く、学
校の食育の取り組みに協力的である。

食に関する指導の目標
　　①　食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する。

　　②　心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管理していく能力を身に付ける。

　　③　正しい知識・情報に基づいて、食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身に付ける。

　　④　食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々への感謝する心をもつ。

　　⑤　食生活のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける。

　　⑥　各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、尊重する心をもつ。

幼稚園
保育所

各学年の発達段階に応じた食に関する指導の目標
中学校

低学年 中学年 高学年

　児童・教職員の
交流や食育の系統
により連携を図
る。

○食べ物に興味関心をもつ。
○好き嫌いせずに食べようとす
る。
○いろいろな食べ物の名前がわか
る。

○楽しく食事をすることが心身
の健康に大切なことが分かる。
○健康に過ごすことを意識し
て、いろいろな食べ物を好き嫌
いせず食べるようとする。
○衛生的に給食の準備や食事、
後片付けができる。

○楽しく食事をすることが、人と人とのつな
がりを深め、豊かな食生活につながることが
わかる。
○日常の食事に関心をもち、バランスのとれ
た食事の大切さが分かるようにする。
○食品の衛生に気を付けて、簡単な調理を深
することができる。

　児童・教職員の交
流や食育の系統によ
り連携を図る。



他の教職員との連携・調整

担任との打ち合わせ

年間指導計画策定

献立と指導計画をリンク

①食に関する指導の計画・連携・調整

食育全体計画



②教科や給食の時間における指導

給食の時間における指導



②教科や給食の時間における指導

教科における指導



②教科や給食の時間における指導

教科における指導



●個別の対応（アレルギー・肥満・過度の痩身・偏食など）が必要な児
童・生徒に対し、個別的な相談・指導を実施

③個別的な相談・指導

個別指導

食物アレルギー対応個別支援プラン（ 案 ・ 決定 ）
令和1年9月19日

3 年 2 組
校長印 保護者印

氏名（ふりがな） 性別 生年月日

〇〇 〇〇
男 平成 年 月 日 15 歳

（ く ）

◆ 食物アレルギーの病型 該当するものを〇で囲んで内容を記入してください。

即時型 口腔アレルギー症候群 食物依存性運動誘発アナフィラキシー

原因食物 原因食物 原因食物

食材不明(給食後に頻繁に蕁麻疹発症） りんご・桃・メロン・パイン・キウイ

大豆・大豆製品・もやし・胡瓜・ナッツ等 バナナ・トマト・くるみ・豆乳

◆ アナフィラキシー病型 該当するものを〇で囲んで内容を記入してください。

原因食物
食物依存性運動誘発 運動誘発

昆虫 医薬品 その他
アナフィラキシー アナフィラキシー

卵・乳・小麦・そば・えび 給食後の運動制限 制限する運動 種類 薬品名

かに・ピーナッツ・キウイ

ナッツ （ ） なし

その他 （ ）

◆ 学校給食における対応内容
アレルギー症状と対応

①服薬 ②連絡 ③救急要請 ④その他

給食の原材料を詳細に記入した献立表の配付 なし 備考 唇、まぶたの腫れやかゆみ

弁当（代替食）の持参 あり 備考 必要時のみ ④教室にて安静→治らない時保健室へ

飲用牛乳の停止 なし 備考 じんましん

除去食の実施 あり 備考 ④同上



災害時の対応
東日本大震災後の対応

栄養士の創意・工夫
●計画停電を想定し、オーブンを使わない調理に

●余震に備え、揚げ物調理は安全な蒸し物調理に変更

●調理員が少なくてもできる料理内容に変更 例：サラダ→スープ

●納品可能な食材を使う料理に献立変更

●様々な制限がある中でも可能な範囲で栄養のバランスに留意



災害時の対応
台風時の献立変更（９月１３日）
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更


